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教 育 委 員 会 一 般 報 告 資 料
令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日
法 務 ガ バ ナ ン ス 室

教職員の不祥事と
「学校を安全・安心な環境にするための総合対策」について



【本事案発生後の対応経過】

令和７年６月23日（月） 当該教諭 逮捕
６月25日（水） 全校に対して、不祥事防止の徹底に係る教育次長通知

当該校に、スクールカウンセラー及びスクールスーパーバイザーを派遣し、心のケア等に注力
26日（木） 当該校にて保護者説明会を実施
30日（月） 全校に対して、緊急対応を求める教育長通知

７月11日（金） 名古屋地方検察庁が当該教諭を起訴
22日（火） 当該教諭 再逮捕

８月 ８日（金） 名古屋地方検察庁が当該教諭を追起訴
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１ 教員不祥事の概要について

（１） 小学校教諭の逮捕について

本市小学校教諭（30代）は、神奈川県内の施設において、女児の下着を撮影し、動画データ１点を
SNSのグループチャット内に共有したとして６月23日（月）に逮捕されました。
また、神奈川県内の施設において、女児の着替えを盗撮し、また、女児に対しわいせつな行為をした

疑いで７月22日（火）に再逮捕されました。
なお、当該教諭と接見はできておりませんが、本人から事情を確認でき次第、厳正に処分してまいります。
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（2） 中学校長の送検について

本市中学校長（60代）は、６月13日（金）14時頃、電車内において女性２名に対し、下着を撮る目的で
私用のスマートフォンを用いて動画を撮影しました。

乗り合わせた乗客により取り押さえられ、戸部警察署に任意同行されました。その後、警察において、
捜査が行われていましたが、８月７日（木）に捜査が終了し、横浜地方検察庁に書類送検されました。

なお、８月22日（金）付けで懲戒免職としています。

【本事案発生後の対応経過】

令和７年６月13日（金） 本市中学校長による盗撮事案の発生
(以後欠勤のため、校長業務は副校長が代行)

８月 ７日（木） 横浜地方検察庁に書類送検
８日（金） 書類送検の事実を確認し、記者発表

18日（月） 当該校にて保護者説明会を実施

22日（金） 懲戒免職



他都市等での事案も視野に入れて総合的に対策を検討

２ 対策検討に当たっての考え方

（１） 不安解消に向けてスピード感を重視するとともに学校の「学びの場」・「生活空間」という機能を損なわないことに留意

（２） 対策検討委員会の複数の有識者の助言を得て実効性のある対策

（３） 民間を含めた先行対応事例や文部科学省での研究例を参考にした効率的な検討

（４） 学校現場の発案と子どもの視点を尊重

4

7月～

・年度内に対応可能なもの
・新年度に実施するもの

実装検証から順次導入専門家の助言
を得ながら検討・実施

一部先行実施

フェーズ①
民間事例・

学校対策事例
反映

フェーズ③
子ども・保護者・教職員の意見を踏まえて

速やかに対応

フェーズ⓪
リスク管理

コンサルティング

夏休み中～ ～３月まで 新年度

フェーズ② 専門家の知見の活用

【参考】

教員によるわいせつ事案に関連する社会的背景

（１） スマートフォン等撮影機器の進化
盗撮行為等が容易かつ発見しづらく

（２） SNSの発達
人と人とのつながり方の変化
様々な問題が見えづらく、複雑に

（３） 教育職員等によるわいせつ事案の全国的増加
性犯罪等による処分者はR5に過去最悪
（全国で320人）（文部科学省調査より）
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３ 対策検討委員会委員

専門分野 役職・氏名等 委嘱日

こどもの心理
元神奈川県警少年相談・保護センター所長
公認心理師、臨床心理士 西谷 晴美 （にしたに はるみ） 氏

7月15日

犯罪学
神奈川大学法学部 教授
公認心理師 新海 浩之 （しんかい ひろゆき） 氏

同

こどもの権利擁護 川崎ロータス法律事務所 弁護士 池宗 佳名子 （いけむね かなこ） 氏 同

教育専門家
学識経験者

学校法人桐蔭学園 理事長
桐蔭横浜大学 教授 溝上 慎一 （みぞかみ しんいち） 氏

同

リスク管理
コンプライアンス

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
ＧＲＣコンサルティング部 ディレクター 中嶋 淳一郎 （なかじま じゅんいちろう） 氏

同

若年女性支援
虐待・性的搾取

社会活動家 希咲 未來 （きさらぎ みらい） 氏
８月14日

（追加委嘱）

委員には、対策ごとに個々の専門的見地からの助言を随時求めています。必要に応じ、委員以外の方（※）にも、広く知見を求めています。

※アドバイザー

【行動経済学】 大阪大学 感染症総合教育研究拠点 特任教授 大竹文雄 氏
【対策全般】 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 地域政策部 主任研究員 土方孝将 氏

（文部科学省委託事業「児童生徒性暴力等防止推進事業」を担当）



☑ 特定免許状失効者管理システム

（国のデータベース）

☑ 官報情報検索ツール
☑ 欠格条項の確認

地方公務員法・学校教育法

☑ 採用申込書類での確認

賞罰欄（懲戒処分歴）記入

☑ 採用試験時の確認充実

（適性検査／面接）

☑ 採用候補者への研修・啓発強化

（服務の宣誓前に懲戒処分の
標準例等を周知徹底）

第２段階 ： 採用時第１段階 ： 採用前

児童生徒性暴力等防止に関

する履修内容の充実

第３段階 ： 採用後

隠しカメラ等不審物の点検強化／
私用端末等管理ガイドライン 等

【児童生徒】
（保護者等含む）

【教職員】

スピード感を
もって進める

教員養成プログラム

※連携協定を結ぶ横浜国
立大学で先行実施中

チェック
【人的】【物理的】の両面から抑止策を総合的に推進

物理的

アプローチ

人的

アプローチ 学校内外の相談・初期
対応の充実／チーム支援
／児童生徒への啓発 等

犯罪学的切り口の新たな研修
／ナッジの手法やポップアッ
プ機能を活用した注意喚起／

相談支援機能拡充 等

４ 対策強化のための重層的アプローチ
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【有識者（対策検討委員会委員）の見解】

ハード・ソフト両面から決して「一線」を踏み越えさせない対策が重要

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 中嶋 淳一郎 ディレクター

採用後に、犯罪を起こせない・起こしにくい環境をつくることが重要
神奈川大学法学部 新海 浩之 教授 （犯罪学）

・データベースで確認できるのは現状では再犯者に限定される。
・性暴力等を行う可能性を採用時等事前に見極めることは極めて困難

性暴力を許さない都市横浜！
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５ 実施・検討中の主な対策
検討の視点

（アプローチ）
対策項目 No 主な対策

物理的
アプローチ

私用端末・
撮影データ
のルール・
管理手法

❿ 情報機器等の利用及び写真等の撮影に関するガイドラインの策定・展開 【８月中策定 ９月上旬通知予定】

⓫ 私用携帯端末の業務利用禁止及びその代替手段の検証 【９月～】

⓬ 画像・動画データ等の適正な管理・運用対策の構築 【９月～】

隠しカメラ対
策・施設点検

⓭ 専門業者による点検（カメラの探査）・隠しカメラ捜索機器の導入 【８月中実施】

人
的
ア
プ
ロ
ー
チ

教職員
アプローチ

教職員の服
務規律徹
底・研修・
行動変容・
相談体制

❶ 犯罪学から学ぶ不祥事防止に向けた環境づくり～対策検討委員による研修①～ 【８月26日実施～】

❷ 学校組織マネジメントと人材育成～対策検討委員による研修②～ 【９月24日予定】

❸
コミットメント型啓発手法の展開
～教職員・児童生徒・保護者等間で合意形成を図り、「宣言」することで行動変容に～ 【９月以降順次】

❹ ICTを活用したコミットメント型注意喚起による不祥事防止メッセージの発信 【７月末～】

❺ 教職員向け「LINE相談窓口」の開設～こころとからだの健康相談「よこはまケアトーク」～【９月３日開設】

人
的
ア
プ
ロ
ー
チ

児童生徒
アプローチ

児童生徒の
心理ケア・
SOSキャッ
チ・人権尊
重

❻ 「いのちの安全教育」の推進～子どもたちの心と体の安全を守る取組～【８月22日通知 ９月～全児童生徒】

❼ 一人一台端末や専門職等を活用した子どもたちのＳＯＳの早期察知 【８月～】

❽ 児童生徒向け専門相談窓口の充実～子どもたち一人ひとりの不安の声に寄り添う～【７月22日開設】

❾ 複数の教職員での見守り・相談体制～チーム学年経営・チーム担任制による体制づくり～【全校展開検討】

始

始

済

始 … 一部開始

済

… 実施済

始

始

済

始

済



【新海氏】
〇 性暴力に関する誤解を正しく認識し、
被害者の今後の人生への影響の甚大さ
や、「NO」と言えない子どもに性暴力を
行うことの卑劣さを全教職員が認識す
る必要がある。

〇 犯罪の防止には加害者の問題性を排
除するだけではなく犯行を取り巻く環境
にも目を向ける必要があるので、学校現
場を見直し、犯罪を起こせない、起こし
にくい環境をつくることが有効

〇 校内で教職員が議論し対策を検討するきっかけとなるような研修素材が欲しい。
〇 これまでの研修にはない観点、たとえば、犯罪のメカニズム等の切り口が欲しい。

犯罪学の視点から人の行動特性や組織のリスク要因、再発防止策などについて学ぶこ
とで、学校における不祥事防止や組織マネジメントの向上につなげる。
また、被害者の生の声も含む、犯罪心理等に関する研修動画（３本）を新たに作成し、全

教職員が視聴し、各校で議論することで、不祥事を起こさない環境づくりを実践する。

【講師】 神奈川大学法学部教授 新海浩之 氏 （犯罪学等）

【研修動画】 社会活動家 希咲未來 氏

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 土方孝将 氏

〇 ８月26日（火） 管理職研修 （集合・オンライン併用）⇒後日、
オンデマンド動画として全校の管理職へ配信

〇 8月末までに新たに、教職員向け研修動画①を作成
⇒全校に配信⇒各校での議論を実施

〇 9月上旬までに動画②、③を作成⇒全校に配信⇒各校での
議論を実施

対策のねらい・内容

教職員アプローチ ❶

実施状況・時期

〇 これまで発生した不祥事事案について、傾向などを有識者
と共有した上で、今後の展開についても意見交換を実施

〇 管理職研修終了後に事後アンケート等をもとにした効果検
証の実施（研修管理システム 「Plant」で集約・管理）

〇 教職員が研修動画を視聴できるように研修管理システム
「Plant」を通じて配信
・研修例を事務局より示し、 12月末までに全校で校内研修を
実施

〇 研修実施後、管理職を通して事務局へ報告

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

〇 管理職が人の行動特性や組織の
リスク要因を学ぶことで、不祥事を
起こしにくい組織づくりに取り組ん
でもらう。

〇 犯罪要因について学ぶことで、
安全な学校環境づくりに取り組ん
でもらう。

〇 校内での具体的議論や対策を促
していくきっかけとなる研修動画
を作成し、夏休み明けから校内研
修に活用する。

犯罪学から学ぶ不祥事防止に向けた環境づくり～対策検討委員による研修①～

今後の展開

対策に反映させたポイント

8



9

【画像】 不祥事防止研修動画 ① より
左） 神奈川大学法学部 教授 新海浩之 氏

下） 社会活動家 希咲未來 氏

教職員アプローチ ❶ 犯罪学から学ぶ不祥事防止に向けた環境づくり～対策検討委員による研修①～

不祥事防止研修動画 ②
不祥事が起こらない・起こりにくい学校環境をつくる

～犯罪の要因の３因子を学ぶ～

不祥事防止研修動画 ③
同僚の言動の「違和感」を放置してはいけない

～違和感を大事にする職場づくり～



【溝上氏】
〇 管理職と教職員、教職員同士の対話の場
は大切になる。メンターチームにおける活動
等を充実できるとよい。

〇 児童生徒理解、授業改善を一体的に図る
ことが根本的な改善につながる。

〇 教職員の年代も経験値も様々な学校では、
児童生徒の支援や指導における情報共有の
機会を増やすことが必要

〇 教職員のモチベーション維持も欠かせな
い（授業支援を含む。）。

○ 子どもたち一人ひとりを大切にした授業づくりを進めたい。（小学校教育研究会）
〇 児童生徒理解、児童生徒支援に向けた取組について
→子どもにも教師にも安全・安心な授業づくりに向けての助言が欲しい。 （教職員）

教職員による不祥事防止を目的に、学校組織のマネジメントの在り方やリーダーシッ
プの発揮、人材育成等について、対策検討委員の溝上慎一氏を講師として、管理職一
人ひとりが研鑽を積めるようにする。
【主な内容】
・一人ひとりの子どもを大切にした授業改善の在り方や不祥事を起こさないための
学校組織運営について
・校内の教職員による児童生徒理解、支援に向けた情報共有の在り方について
・教職員のモチベーション向上に関する具体的取組

〇 研修日時：9月24日（水） 15時～（予定）
〇 対象者： 全校長・校長代理 （集合型研修）

対策のねらい・内容
実施状況・時期

＜教育委員会＞
〇 対策検討委員との打ち合わせ
・研修に向けた本市の諸対策についての情報共有
・今後の校内研修の在り方や学校組織づくり、ガバナンスの在
り方等について意見交換を実施

〇 事後アンケート等をもとにした効果検証の実施
＜学校＞
〇 学校の取組について、関係者（学校運営協議会等）から評価
を得ることについての検討

〇 人材育成指標・レーダーチャートを効果的に活用した面談
の実施

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

〇 「児童生徒一人ひとりを大
切にする授業づくり」に向け、
授業観察の実施や児童生徒
理解に関して、積極的に教
職員との対話の場を設定で
きるよう、管理職に取り組ん
でもらう。

〇 校内での教職員同士の対
話の場の充実（メンターチー
ムとの連携）や研修等の設定
に取り組んでもらう。

学校組織マネジメントと人材育成～対策検討委員による研修②～

今後の展開

対策に反映させたポイント
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【講師】 学校法人桐蔭学園 理事長
桐蔭横浜大学 教授

溝上 慎一 氏

画像＝学校法人桐蔭学園
大学プレスセンターより

教職員アプローチ ❷
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横浜市人材育成指標

学校組織マネジメントと人材育成～対策検討委員による研修②～教職員アプローチ ❷

メンターチームとの連携 対話の創出



〇 教職員にとって、児童生徒への「宣言」という形は、自制心を働かせる点で有意義であり、児
童生徒の多くの目があるので、行動変容につながると考えられる。

〇 ルール違反や、それにつながり得る「違和感」があったとき、児童生徒も、同僚教諭も、声をあ
げやすくなる効果が想定される。

〇 「違和感」に気づいたときに相談しやすい環境の整備も重要。仮に担任に対し違和感を覚えた
場合、担任に言いづらいことも想定した制度設計が必要だろう。

・教職員の意識・行動変容に効果的である「行動経済学（ナッジ※）」の知見を活用した「コミットメ
ント型」のルールづくり、啓発手法を展開します。
※ナッジ：行動経済学的な知見を使うことで、人々の行動をよりよいものにするように誘導する手法

・児童生徒への性暴力等につながる恐れのある行動を「するな」と命じるのではなく、「しません！」
と児童生徒等に対し宣言することで、行動を抑止するなどの行動変容につなげる。

・夏休み明け以降、既に同様の取組を実施している
他都市の事例等を参考に、ベースとなるルールの
フォーマット（見本）を作成し、順次各校に展開

対策のねらい・内容
実施状況・時期

・各校で、児童生徒活動（生徒会など）、PTAなどと
も連携しながら、合意形成を図り、児童生徒に「宣
言」することで、社会環境の変化にも対応したルー
ルにアップデートしていくことも考えていく。

・各種教職員向け研修や「いのちの安全教育」の内
容などとも連動させていくことで、教職員と児童
生徒との共有を図り、より浸透・持続性のあるもの
としていく。

学校現場の声

ルールを一方的に提示すると、やらされ
感につながる可能性もあるので、学校ご
とに、子どもたちや保護者等を含めて議
論し、ルールの作成から周知までのプロ
セスを大事にするように支援していく。

コミットメント型の啓発手法の展開
～教職員・児童生徒・保護者等間で合意形成を図り、「宣言」することで行動変容に～

今後の展開

対策に反映させたポイント

12

教職員アプローチ ❸

【大阪大学特任教授大竹文雄 氏】
・不適切な言動をすべきでないのは皆知って
いるので、単なる注意喚起は効果が小さい。
・抑止するには、ナッジの社会規範とコミット
メントの活用が有効
・宣言したことは守りたいと思う上に、多くの
他者からチェックされるので、一定の効果が
見込まれる。

有識者からの助言
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東京都の取組事例
（文部科学省「教育職員等による児童生徒性暴力等防止に関する取組事例集」より）

取組のイメージ

教職員アプローチ ❸
コミットメント型の啓発手法の展開

～教職員・児童生徒・保護者等間で合意形成を図り、「宣言」することで行動変容に～

横浜のオリジナル強化イメージ

【ナッジのポイント】

不適切な行動を抑止するには
ナッジの社会規範と

コミットメントの活用が有効

×

デザイン
×

作成プロセス

宣言したことは守りたいと思う上に、
多くの他者からチェックされるので、

一定の効果が見込まれる。



【大阪大学特任教授大竹文雄 氏】
・行動変容を促すためのナッジを、適
切なタイミングで提供することが有効
・教職員の目に留まりやすく、ポジティ
ブな表現や構成とすることが効果的

〇 校長としてももちろん取り組むが、事務局からも、教職員が不祥事を自分事として捉え
るよう働きかけて欲しい。（学校管理職）

〇 ごく一部の職員による不祥事であっても、横浜の教育行政の信用が失墜し、教員志望者
にも影響を与えかねないので、全教職員が信頼回復に取り組まないといけない。（教職員）

〇 対策のねらい
・注意喚起のポスターは、景色のように溶け込んでしまうこともあるので、ICTを活用して定
期又は不定期にメッセージを配信し、教職員の注意を喚起し続ける。
・職員参加型の取組とすることで、教職員ひとり一人が不祥事を「自分事」として捉えるきっか
けとする。
〇 内容
M365のチャネル機能を活用し、金曜日や休暇前などに、メッセージ内容を随時工夫しなが

ら、不祥事防止のメッセージを適宜発信する。

〇 ７月31日（木）、８月25日（月）
・学校管理職に向けて、チャネル機能を活用した不祥事防
止メッセージを発信し、職場での議論につなげる。
〇 ８月20日（水）
・大竹教授から行動経済学を生かした注意喚起の方法に
ついて助言

対策のねらい・内容
実施状況・時期

〇 定期又は不定期な発信
・ 気が緩みやすい金曜日や休暇前、他都市での事件が
あったタイミング等に発信
学校へ注意喚起を発信し効果検証（９月以降）

・ M365を用いた教職員一人ひとりに向けたメッセー
ジを発信（10月以降）

〇 教職員参加型
・ メッセージ案を教職員又は事務局から募集し、参加型
の不祥事防止策として展開（12月以降）

学校現場の声

有識者からの助言

〇 発信時期の工夫
学校閉庁期間前や金曜日等、発信タイミン
グを工夫することで、不祥事の未然防止に
つなげる。
〇 発信方法・掲示の工夫
パソコン（端末）起動時に表示するなど、教
職員の目に留まりやすい場所にメッセージ
が表示されるよう工夫する。

今後の展開

対策に反映させたポイント

14

ICTを活用したコミットメント型注意喚起による不祥事防止メッセージの発信教職員アプローチ ❹



15

取組のイメージ（ポップアップメッセージの例）

ICTを活用したコミットメント型注意喚起による不祥事防止メッセージの発信教職員アプローチ ❹



【新海氏】
SNSを活用した相談は悪くないが、利

用する年齢層に偏りが出ることが想定
される。40代、50代以降へのアプロー
チが必要

○ 不安などを感じた際に、いつでも話を聞いてもらえる窓口があると良い。
○ 校長や副校長に直接は相談しづらいため、話だけでも伝えてほしい。
○ 同僚が悩んでいるので、相談窓口などを伝えたい。
○ 勤務時間中は忙しいので、健康相談室の受付時間内に連絡することが難しい。
〇 県外から採用されたため、家に帰ると一人で、話ができる相手が欲しい。
〇 匿名で相談したい。

〇 対策のねらい
教職員健康相談室では、平日午前９時から午後５時まで、「こころ」と「からだ」の相談を電

話や面談にて受け付けているが、日中授業がある教職員が利用しづらい現状を打開する。
〇 内容
・忙しい教職員が相談しやすい、平日夜間や休日に外部相談窓口を開設
・ＬＩＮＥアプリ（電話相談も可能）を活用することで、早期に気軽に相談できるようになり、重
症化を防ぐだけでなく、教職員が心身の健康を保つための支援を実施

こころとからだの健康相談
「よこはまケアトーク」の９月開設予定

〇 SNS等を活用した外部相談窓口の受付時間
平 ⽇ 午後５時〜午後１０時
休 ⽇ 午前９時〜午後１０時

対策のねらい・内容

教職員アプローチ ❺

実施状況・時期

９月 ○ 外部相談窓口開設
○ 教職員への周知
・ 各研修で「よこはまケアトーク」の案内

配付、YCAN掲載等
・ 「教職員健康相談室だより」での案内 等

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

LINE相談の有効性は関連事業者へ
のヒアリングで確認済みだが、SNSに
馴染みがない教職員が相談しやすい
ように、電話相談も同時間帯に受ける
方向で調整中

今後の展開

対策に反映させたポイント

16

教職員向け「ＬＩＮＥ相談窓口」の開設～こころとからだの健康相談「よこはまケアトーク」～
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現行の相談体制

【拡充】

案内チラシ（案）

教職員アプローチ ❺ 教職員向け「ＬＩＮＥ相談窓口」の開設～こころとからだの健康相談「よこはまケアトーク」～

新規事業「よこはまケアトーク」
（専門職２名）

平日17:00～22:00 休日9:00～22:00



【池宗氏】子どもたちにSOSの発信の仕方を
教えた上で、丁寧に話を受け止めることで「声
を上げて良いんだよ」と伝えていく必要がある。
【溝上氏】いのちの安全教育を教育課程上に位
置づけるとともに学校教育目標とも関連付け
てマネジメントすることが大切
【西谷氏】児童生徒から相談を受ける場合は、
場所や座席などに気を配ることが必要

〇 スマホ等から性情報をひろいやすい環境にあるからこそ、自分を守るためには、正しい
知識を、小学校から積みあげていくことが大事（中学校・高校教員）

〇 適切な教材があれば指導を進めやすい。（特別支援学校教員）
○ 「いのちの安全教育」の全校展開が子どもを守ることにつながる。（小学校教員）

児童生徒が、自分や相手、一人ひとりを尊重する態度等を発達段階に応じて身に付けるこ
とで、性暴力の被害者、加害者、傍観者にならないよう、全市立学校で『いのちの安全教育』
を推進します。
【主な内容】
・授業を通じて、性暴力に関する正しい知識や対処法を身に付けさせる。
・相談支援体制を確立し、児童生徒の声をキャッチしやすくする。
・養護教諭の専門性を活かした指導や外部講師等の活用による指導力の充実

〇 11月末までに市立学校の全児童生徒に緊急的に授業を実
施する。

○ 児童生徒からの相談が増えることを想定し、授業では相談
窓口等の情報も提供しながら、「個別の相談・支援」にもつな
げていく。

○ どの教員も指導できるように、指導者用eラーニング研修
も実施する。

対策のねらい・内容

児童生徒アプローチ ❻

実施状況・時期

○ 「いのちの安全教育」を各校の教育課程や学校安全計画等
に位置付け、計画的・体系的に取り組む。

〇 「いのちの安全教育」の充実に向けて、パイロット校で授業
実践を行い、好事例の展開を図る。 （令和８年度～）

指導資料

学校現場の声

動画資料

有識者（対策検討委員）からの助言

○ 発達段階に応じて児童生徒が考
えることを大切にした「いのちの安
全教育」の実施と合わせ、「個別の
相談・支援」を充実させる。

○ さらに、日常的な支援及び取組
（毎日の健康観察等）と連携させ、
性暴力被害の早期発見・早期対応
につなげていく。

〇指導資料において、相談環境の配
慮について記載

「いのちの安全教育」の推進～子どもたちの心と体の安全を守る取組～

今後の展開

対策に反映させたポイント

18
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児童生徒アプローチ ❻ 「いのちの安全教育」の推進～子どもたちの心と体の安全を守る取組～



【池宗氏】
声をあげていいという安心感を与えた上で、「この人なら相談してもよ

い」といったところも聞けたらよい。性被害は時間経過後に症状等を発
することもあるため、定期的な生活アンケートに性被害に関する項目も
入れて、継続的に変化を見ていくことも有効
【中嶋氏】
アンケートについては、セクハラに特化するよりも、様々な質問がある

と、答える人の負担は減るだろう。

〇 性的な被害の対応は、慎重さも求められ、難しさを感じる。（小中学校）
○ 保健室に行くこともハードルが高い場合があるので、一人一台端末から声をあげられる仕組みが望ましい。（小学校）
○ 新たに「セクハラアンケート」を実施すると、適切ではない反応も一部に出てくるので、現行アンケートの追加項目とし
て聞く方が、SOSキャッチに繋がると思う。（中学校）

○ 学校で実施するアンケートの場合、担任が回収することになるので、子どもが回答しにくい場合も考えられる。 （中学
校）

性被害に関する子どもたちのSOSを早期に察知するため、一人一台端末や専門職(スクールカウンセラー【SC】、スクール
ソーシャルワーカー【SSW】）の活用等を推進し、不安の声に寄り添って対応する。

○ 一人一台端末から、各学校のセクシャル・ハラスメント相談窓口に申し込める仕組みを導入
〇 「横浜St☆dy Navi」で実施している「毎日の健康観察」を活用したSOS察知の強化
○ ケアスキル向上のため、SC、SSWを対象に、外部専門家による専門研修を実施
○ 各種アンケートにおいて、性被害に関連する項目を充実
○ 児童生徒への性暴力発生時の対応マニュアルを作成

〇 SCとSSWを対象にした外部講
師による研修を実施
（８月４日（月））

〇 いのちの安全教育の実施に併
せ各学校に相談申込用のフォーム
の開設を依頼し、10月より全校で
実施予定

〇 性暴力対応マニュアル（概要版）
を作成し（８月中）、各学校に周知
（９月～）

対策のねらい・内容
実施状況・時期

○ 毎日の健康観察の自由記述欄
に性被害に関連する内容があった
場合は検知できるよう改修（９月）

〇 毎年12月に実施している生活
アンケートの、性被害に関連する
項目を充実

〇 各種アンケート類をクロス集計
等により分析することで、SOSを
より早期にキャッチする方策を専
門家を交えて研究

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

一人一台端末からの相談は、SOS
をキャッチすることを目的とした構
成とし、相談相手も指定できるよう
にした。

一人一台端末や専門職等を活用した子どもたちのSOSの早期察知

今後の展開

対策に反映させたポイント

20

児童生徒アプローチ ❼
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一人一台端末や専門職等を活用した子どもたちのSOSの早期察知児童生徒アプローチ ❼

一人一台端末から、各学校のセクシャル・ハラスメント相談窓口へのアクセスイメージ

L-Gate上の【セクハラ相談窓口】をクリックする。
申請フォームにて回答を行う。



【西谷氏】
〇 こどもが性被害を自覚していない事案を含めて、
相談することへの心理的負担を考慮した相談窓口
が必要

〇 アンケートという手法もあるが、詳細な内容を聞
く場合、回答者にかなりの負担となり、被害者への
二次被害になりかねない。
（池宗氏も同趣旨の意見）

〇 子どもは、自分の回答が誰にどのように渡って
いくかも気にする。

〇 包括的な機能を持つ窓口を設置するのも有効

○ 夏休みになると、学校ではSOSに気づきにくくなるので、教委が設置した専門の相
談窓口があることは心強い。（小学校）

〇 電話だけでなく、インターネットを活用した相談窓口は、今の子どもたちにとって有
効と期待している。（中学校）

スクールソーシャルワーカー等が対応する、性被害に特化した相談窓口 （相談フォーム・電
話相談）を設け、児童生徒が相談しやすい環境を整える。

【受付後の対応】
一人ひとりに寄り添うことを基本に、事案に応じて、警察・児童相談所等の関係機関と連携

する。

〇 ７月22日(夏休み初日)に開設済み
・案内チラシを全児童生徒に配付
・「すぐーる」にて保護者にも周知

対策のねらい・内容 実施状況・時期

〇 いのちの安全教育の機会や、相談カードの配付などを通
じて、定期的に相談先を周知

〇 子どもたちの心情や負担に配慮しながら、弁護士等の専
門家に直接相談が出来る体制を検討・実施

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

性被害全般に関し、心理
的な負担が少なく申し出
られるよう、電話とフォー
ムを併用した窓口を設置

児童生徒向け専門相談窓口の充実～子どもたち一人ひとりの不安の声に寄り添う～

今後の展開

対策に反映させたポイント

22

相談フォーム画面

児童生徒アプローチ ❽
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相談窓口
案内チラシ

児童生徒向け専門相談窓口の充実～子どもたち一人ひとりの不安の声に寄り添う～児童生徒アプローチ ❽



【溝上氏】
〇 子どもたちの安心・安全という危機管理の面
と、ティームティーチングや補助指導の促進に
よる学びの面での効果が期待できる。

〇 教員にとっては、他の教員の指導や関わりの
様子を見られることで、教職員の人材育成にも
つながる。

〇チーム担任制（R7試行校校長ヒアリングより）
・チーム学年経営を基盤としているので、児童・保護者にとっても違和感がない。
・複数の教職員が関わることによって児童理解が進み、児童にも落ち着きが見られる。
・情報共有の仕方を工夫することで教職員の意識も高まり、風通しもよくなっている。
・保護者からも「主担当の担任が休みの際も、複数の教職員が対応していることが分
かり、子どもが安心していた。」との声

子どもたちの安全・安心を守るためにも、児童生徒に複数の教員が関わることで、児
童生徒の心の安定や教職員の児童生徒理解の向上を図り、組織的に子どもたちを支
える。
【チーム学年経営】
教科分担制を推進し、学級を持たない「チーム・マネジャー」がコーディネート役を担

うことで、「学年担当」というチームで、学年を経営する。
【チーム担任制】
特定の教員が担任を務めるのではなく、それぞれの学年の教員が、学級担任業務を

ローテーションにより分担し、チームにより学級を経営する。

〇 チーム学年経営
令和７年度から高学年を中心に、小学校・義務教育学校（前期課

程）全校で展開
〇 チーム担任制
令和６年度：モデル校での試行・研究開始（9校）
令和７年度：モデル校での試行拡充（20校）

対策のねらい・内容 実施状況・時期

〇 チーム学年経営
全校展開の継続

〇 チーム担任制
・小学校全校に展開（令和８年度～）
・モデル校での事例研究（継続）
・中学校での導入に向けた検討（令和８年度）

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

・小学校における高学年以
外の学年や中学校への取
組の推進に向けた検討の
実施

複数の教職員での見守り・相談体制～チーム学年経営・チーム担任制による体制づくり～

今後の展開

対策に反映させたポイント

24

○チーム学年経営実施校 これまでのアンケート結果

児童生徒アプローチ ❾
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チーム担任制の取組例（ローテーション型）

複数の教職員での見守り・相談体制～チーム学年経営・チーム担任制による体制づくり～

チーム学年経営の取組例

児童生徒アプローチ ❾

【チーム担任制】児童からの視点（例）

英語
教務主任

社会体育

児童支援

児童

学年の教員全員が
１人の児童の担任

・全員が担任なので、相談する先生を自分で
選べる！

・１日の中でも多くの先生が、授業を通して
クラスに関わってくれるので、安心して生活
できる！誰にでも相談できる！



【新海氏】
〇 不祥事防止ではなく、子どもが安心
安全に学校生活を送れるようにする
ためのガイドラインである。

〇 保護者や地域の方にもガイドライン
を理解していただくことが必要

○ 情報機器の扱いについて、具体的な運用事例等を再確認し共有できると、職員への指導が
しやすくなるとともに、安心してICT活用を進められる。（小学校長）

〇 修学旅行や校外学習の際に私用端末で連絡をせざるを得ない場面もあった。（中学校教員）

〇 先生たちが写真を撮っている場面はたくさんあったけれど、どうして撮っているのかは
分からなかった。（小学生）

教職員等が情報機器を適切に取り扱い、児童生徒の安全・安心を守り、信頼される学校教育
を推進するためのルールと意識の徹底を図る。
〇 主な内容
・情報機器等の種類と定義を明確化
・私用携帯端末の業務利用の禁止と例外的利用の場合の留意点
・教職員等による写真等の撮影における遵守事項

〇 児童生徒が安全・安心に学校生活を送れるよう、
その指針として9月頃に学校に展開し、随時更新

対策のねらい・内容 実施状況・時期

〇 各校種校長会等を通じて、現場の実情や声を取り
入れて、ガイドラインを更新

〇 ガイドラインの理解を深めるための周知徹底
〇 効果的なガイドライン活用事例の共有により、日
常的な意識づけを促進

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

〇 ガイドラインの目的を修正し、現場の声
を聴きながら継続的に更新していく。

○ 保護者や地域の方も含めて子どもが安
心して学校生活を送れるようにガイドライ
ンに記載する。

今後の展開

対策に反映させたポイント

26

情報機器等の利用及び写真等の撮影に関するガイドラインの策定・展開物理的アプローチ ❿

注意喚起（イメージ）
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ガイドライン
（イメージ）

情報機器等の利用及び写真等の撮影に関するガイドラインの策定・展開物理的アプローチ ❿



○ 校内の連絡手段がないので、安全管理上、私用携帯を使うことを認めざるを得ない場面が
あった。（中学校校長）

○ 教職員の私用携帯端末を、児童が活動する場所へ持ち込まないことを児童や保護者に伝え
ることで、安心感をもってもらうことができる。（小学校校長）

児童生徒が安心して学習できるよう、私用携帯端末利用禁止を徹底するとともに、私用端末がな
くても業務に支障を生じさせない対応策の効果検証を行う。

○ 主な取組
・保管BOXの設置とポスター掲出による教職員の行動変容の検証
・校内Wi-Fiを活用したインターホン等のモデル検証

〇 Wi-Fiインターホンを９月にテスト設置し、本市
ネットワーク上での動作確認と運用方法等を検証

〇 保管BOXを９月にテスト設置し、運用方法等を
検証

〇 検証を受け来年度予算で整備(予定)

対策のねらい・内容
実施状況・時期

〇 インターホン未整備となっている一部の学校へ、
順次設置を検討

学校現場の声

○ 試行校で効果検証のアンケートを
とる際には、効果検証の目的を明確
にし、それをアンケート項目に反映す
る。

〇 アンケート項目の中に、先生たちが
対応策について考えられるような項
目をつくる。

今後の展開

対策に反映させたポイント

28

私用携帯端末の業務利用禁止及びその代替手段の検証物理的アプローチ ⓫

【新海氏】
〇 検証する際には、何を明らかにする効果
検証なのかを明確にし、アンケート項目に反
映させる。

〇 当事者意識をもてるように、実現可能で
スピード感のある対応策の案を、先生たち
にも出してもらうのがよい。

有識者（対策検討委員）からの助言

保管ボックス（イメージ）注意喚起（イメージ）
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職員室

据置型端末

(既存)
校内Wi-Fi

Wi-Fi接続型
無線インターホン

教 室

壁設置型
インターホン

SIP機能付
VoIPルーター (既存)

校内ネットワーク

整備範囲

校内Wi-Fiを活用した無線インターホン（イメージ）

物理的アプローチ ⓫ 私用携帯端末の業務利用禁止及びその代替手段の検証



【新海氏】
〇 一元管理は、適正管理につながる。
管理しやすいクラウドベースで考えた
方が良い。

学校活動の記録のために撮影した画像や動画等のデータを適正に管理し、漏えいを防ぐ。

【主な内容】
・データは、アクセス履歴が記録される、教育委員会が管理するクラウド又は学校管理の共有
サーバへの保存を徹底する。

・これにより私的なデータ持ち出しを抑止する。

〇 9月頃に通知
学校におけるデータの管理等に係るルールの周知

徹底

対策のねらい・内容
実施状況・時期

〇 データ管理・運用ルールの整理・再整備及び周
知徹底を実施

〇 データを一元管理できるクラウド環境の構築
及びデータ移行

〇 学校が適切にデータを管理するための技術的
支援体制の構築

有識者（対策検討委員）からの助言

〇 クラウドストレージサービスの活用につ
いても今後検討していく。

今後の展開

対策に反映させたポイント

30

画像・動画データ等の適正な管理・運用対策の構築物理的アプローチ ⓬

〇 校務情報の管理が一元化されていないため、どこにどのようなデータがあるのか、把握しづ
らい状況にある。（校長）

〇 情報管理について、職場内で共通理解が不十分なことに不安を感じていた。（教職員）

〇 学校で撮影した写真が勝手に使われないように、自分たちの情報を守ってほしい。（中学生）

学校現場の声
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画像・動画データ等の適正な管理・運用対策の構築

個人情報の
取扱いの徹底

物理的アプローチ ⓬



【中嶋氏】
購入予定の機器は、この分野の専門メーカーによる

ものであり信頼性は高い。機器の使い勝手などもあ
るため、段階的な導入が適当
【専門業者】
昨今の盗撮はスマートフォンやタブレット端末によ

るものが多いほか、防犯用等としてネット販売されて
いる小型カメラを悪用したものもある。

【専門業者による点検（カメラの探査）】
専門業者が点検してくれたほうが安心 （保護者）

【隠しカメラ探査機器の導入】
複数の教員で目視点検しているが、専門家ではないので見逃していないか不安 （小学校）

【専門業者による点検（カメラの探査）】
当該校において、専門業者により盗撮カメラの点検を実施し、不安を解消する。

【隠しカメラ探査機器の導入】
各学校教育事務所に、探査機器を10台程度配備し、各学校に貸し出すことで、自主点検の精度

を向上させる。 （導入機種 サンメカトロニクス製 SCH-80）

【専門業者による点検（カメラの探査）】
当該小学校では、８月21日に調査を実施し、異常が

ない旨確認済み

【隠しカメラ探査機器の導入】
８月下旬 各教育事務所に配備
９月～ 学校への貸し出し開始

対策のねらい・内容
実施状況・時期

【専門業者による点検（カメラの探査）】
一部の学校で抜き打ち的に実施する。
この旨を周知することにより抑止効果を働かせる。

【隠しカメラ探査機器の導入】
テスト運用を踏まえ、追加購入を検討

学校現場の声

有識者（対策検討委員）からの助言

〇 様々なタイプの盗撮カメラに対
応した機種を、まずは早急に手配
できる台数を購入

〇 カメラのレンズのほか、撮影や、
撮影データ送信を感知できる機
器を調達

今後の展開

対策に反映させたポイント

32

専門業者による点検（カメラの探査）/隠しカメラ探査機器の導入
～子どもたちや保護者の不安の解消～

物理的アプローチ ⓭
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隠しカメラ探索機器

専門業者による点検（カメラの探査）/隠しカメラ探査機器の導入
～子どもたちや保護者の不安の解消～

物理的アプローチ ⓭

専門業者による点検（カメラの探査）（8/21実施）
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６ その他の対策等について

・ 児童生徒性暴力対策協議会の設置（令和８年度予定）

・ 子どもの人権についての校内研修や授業等の取組の充実

（『自分らしく幸せに生きるためのハンドブック』（令和７年４月発行）の活用）

・ 性暴力に関する学校内、学校外の相談体制の充実強化検討（８月～）

・ 校内の死角対策（安全点検のチェックリストに死角対策を追加・点検強化）（9月以降）

・ 児童生徒が利用する図書館等教育施設において、学校に準ずる安全対策の順次導入

など

今後始まる日本版DBS等の関係法令に対応するのはもちろんのこと、デジタルデバイスの進化や
SNSの更なる発達など、社会環境の変化にもスピード感をもって対応していけるよう、有識者の知
見を得ながら、学校を安全・安心な環境にするため、注力してまいります。
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